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条 例

異
な
る
。

�

鶴
ヶ
島
市
地
域
福
祉
審
議
会
条
例
に
つ

い
て

　

社
会
福
祉
法
第
１
条
に
規
定
す
る
地

域
福
祉
を
適
正
に
推
進
す
る
た
め
に
定

め
る
も
の
。

�

委
員
会
は
委
員　

人
以
内
で
組
織

１３

す
る
と
の
こ
と
だ
が
、
そ
の
理
由

は
。
ま
た
、
公
募
す
る
委
員
の
公
募
条

件
は
何
か
。

�

福
祉
政
策
課
長　

市
の
附
属
機
関

等
の
設
置
運
営
に
関
す
る
取
扱
い

要
綱
で
審
議
会
の
委
員
の
数
を
お
お
む

ね　

人
以
内
の
必
要
最
小
限
と
定
め
て

１５
い
る
こ
と
か
ら
、
地
域
福
祉
計
画
の
策

定
審
議
に
必
要
な
人
数
と
し
て　

人
以

１３

内
と
し
た
。

　

公
募
委
員
は
、
市
内
に
お
住
ま
い
の

公
務
員
で
な
い　

歳
以
上
の
方
２
人
を

２０

公
募
し
て
い
き
た
い
。

�

鶴
ヶ
島
市
老
人
ホ
ー
ム
入
所
等
判
定
委

員
会
条
例
に
つ
い
て

　

老
人
福
祉
法
第　

条
第
１
項
第
１
号

１１

及
び
第
３
号
に
規
定
す
る
措
置
を
適
正

に
実
施
す
る
た
め
に
定
め
る
も
の
。

�

老
人
ホ
ー
ム
の
入
所
措
置
の
要
否

判
定
の
流
れ
は
。

�

高
齢
者
福
祉
課
長　

養
護
者
が
い

な
い
か
、
養
護
者
が
い
て
も
適
切

な
養
護
が
さ
れ
て
い
な
い　

歳
以
上
の

６５

方
に
つ
い
て
、
必
要
な
調
査
を
行
い
、

入
所
等
判
定
委
員
会
で
の
審
議
の
結
果
、

養
護
が
必
要
と
判
定
さ
れ
た
方
に
つ
い

て
、
措
置
を
行
う
。

議案第１１号ＱＡ議案第１２号ＱＡ

　

職
員
の
年
次
休
暇
、
特
別
休
暇
等
の

管
理
を
暦
年
か
ら
年
度
で
の
管
理
に
改

め
る
も
の
。

�

非
常
勤
職
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

に
つ
い
て

　

年
額
と
な
っ
て
い
る
非
常
勤
の
特
別

職
の
報
酬
を
月
額
に
改
め
る
と
と
も
に
、

費
用
弁
償
の
額
を
実
費
分
に
改
め
る
も

の
。

�

教
育
委
員
会
委
員
、
選
挙
管
理
委

員
会
委
員
等
の
非
常
勤
職
員
の
報

酬
金
額
が
実
質
的
に
減
額
と
な
っ
て
い

る
の
は
な
ぜ
か
。

議案第８号Ｑ

の
求
め
に
関
す
る
規
定
の
整
備
等
を
行

う
も
の
。

�

鶴
ヶ
島
市
一
般
職
非
常
勤
職
員
等
の
任

用
、
勤
務
条
件
等
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

一
般
職
非
常
勤
職
員
等
に
弁
償
す
る

通
勤
に
係
る
費
用
に
つ
い
て
、
常
勤
の

職
員
に
支
給
す
る
通
勤
手
当
と
の
均
衡

を
図
る
も
の
。

�

本
定
例
会
へ
提
出
し
た
理
由
と
改

定
に
よ
る
影
響
額
は
。

�

人
事
課
長　

昨
年　

月
の
定
例
会

１２

で
常
勤
職
員
の
通
勤
手
当
に
関
し

て
改
正
し
た
の
で
、
あ
わ
せ
て
本
定
例

会
に
非
常
勤
職
員
に
つ
い
て
も
提
出
し

た
。

　

一
般
職
非
常
勤
職
員
３
５
３
人
、
臨

時
職
員　

人
が
対
象
で
、
約　

万
円
の

８６

１９

予
算
額
の
増
額
で
あ
る
。

議案第５号ＱＡ

�

鶴
ヶ
島
市
指
定
管
理
者
選
定
等
委
員
会

条
例
に
つ
い
て

　

公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
候
補
者

の
選
定
等
を
適
正
に
行
う
た
め
に
定
め

る
も
の
。

�

条
例
の
名
称
を
指
定
管
理
者
選
定

等
委
員
会
と
し
て
「
等
」
を
入
れ

た
理
由
は
。

�

秘
書
政
策
課
長　

指
定
管
理
者
の

選
定
を
行
う
こ
と
が
委
員
会
の
主

な
所
掌
事
務
で
あ
る
が
、
施
設
の
運
営

状
況
や
指
定
管
理
者
自
体
の
経
営
状
況

に
よ
っ
て
は
、
指
定
の
取
り
消
し
の
判

断
も
あ
り
得
る
た
め
で
あ
る
。

�

な
ぜ
、
い
ま
地
方
自
治
法
に
基
づ

く
附
属
機
関
と
し
て
条
例
で
位
置

付
け
る
の
か
。
ま
た
、
今
ま
で
委
員
へ

の
報
酬
の
支
払
い
は
、
な
か
っ
た
の
か
。

�

秘
書
政
策
課
長　

行
政
執
行
の
前

提
と
な
る
審
査
等
を
行
う
機
関
と

い
う
こ
と
で
地
方
自
治
法
に
基
づ
く
附

属
機
関
と
し
て
条
例
で
位
置
付
け
る
こ

と
が
妥
当
で
あ
る
と
判
断
し
た
。

　

要
綱
に
よ
り
設
置
し
た
準
附
属
機
関

の
委
員
に
対
す
る
報
酬
の
支
出
は
無
効

と
の
裁
判
例
も
あ
る
。
本
件
委
員
会
の

要
綱
設
置
時
に
お
い
て
、
委
員
に
対
す

る
報
償
費
な
ど
の
支
払
い
は
、
一
切
な

い
。

�

鶴
ヶ
島
市
行
政
手
続
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

行
政
手
続
法
の
改
正
に
伴
い
、
新
た

に
規
定
さ
れ
た
行
政
指
導
の
方
式
、
行

政
指
導
の
中
止
等
の
求
め
及
び
処
分
等

議案第３号ＱＡＱＡ議案第４号

�

鶴
ヶ
島
市
総
合
計
画
の
策
定
に
関
す
る

条
例
に
つ
い
て

　

総
合
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
で
、
総

合
的
か
つ
計
画
的
な
行
政
の
運
営
を
図

る
も
の
。

�

地
方
自
治
法
の
改
正
に
よ
り
、
基

本
構
想
策
定
の
義
務
は
な
い
が
、

策
定
を
条
例
化
す
る
理
由
は
。

�

秘
書
政
策
課
長　

地
方
自
治
法
の

改
正
前
か
ら
、
基
本
計
画
に
つ
い

て
は
議
会
基
本
条
例
で
議
決
事
件
と
さ

れ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
市
と
し
て
、

基
本
構
想
と
基
本
計
画
の
策
定
根
拠
を

明
確
に
す
る
た
め
で
あ
る
。

議案第２号ＱＡ

�

鶴
ヶ
島
市
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及

び
休
暇
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
に
つ
い
て

議案第６号

委 員 会 審 査委 員 会 審 査

�

人
事
課
長　

報
酬
等
審
議
会
の
答

申
を
踏
ま
え
、
報
酬
額
は
若
干
引

き
上
げ
て
い
る
。
費
用
弁
償
は
会
議
出

席
に
係
る
交
通
費
と
い
う
趣
旨
か
ら
、

日
額
１
９
０
０
円
の
定
額
か
ら
実
費
相

当
額
に
変
更
し
た
の
で
、
そ
の
分
が
減

額
と
な
る
場
合
が
あ
る
。

　

費
用
弁
償
は
非
課
税
扱
い
で
あ
り
、

課
税
扱
い
の
報
酬
と
は
性
質
が
大
き
く

Ａ

鶴ヶ島市総合計画の冊子


